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令和７年９月井手町議会（定例会）会議録（第２号）  

 

招集年月日  

     令和７年９月１２日  

招集の場所  

     井手町役場議場  

開閉会日時及び宣告  

     開会  令和７年９月１２日午前  ９時５９分  議長  奥田俊夫  

     閉会  令和７年９月１２日午前１０時５６分  議長  奥田俊夫  

応招議員  

       １番  木村  健太       ２番  谷田  健治  

       ３番  鎌田  隆宏       ４番  小割  直彦  

       ５番  田中  保美       ６番  奥田  俊夫  

       ７番  脇本  尚憲       ８番  谷田  利一  

       ９番  岡田  久雄  

不応招議員  

       な   し  

出席議員  

       １番  木村  健太       ２番  谷田  健治  

       ３番  鎌田  隆宏       ４番  小割  直彦  

       ５番  田中  保美       ６番  奥田  俊夫  

       ７番  脇本  尚憲       ８番  谷田  利一  

       ９番  岡田  久雄  

欠席議員  

       な   し  

会議録署名議員の氏名  

       ４番  小割  直彦       ９番  岡田  久雄  

本会議に職務のため出席した者の職氏名  

 議 会 事 務 局 長 森田   肇       議 会 書 記 新田  純平  

 議 会 書 記  小谷  光幸      議 会 書 記  横田  雄大  

地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名  

 町 長 西島  寛道      副 町 長  脇本  和弘  
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 教 育 長 中田  邦和      参 与 山之江  亨  

 参 与 片岡  美佳      理事兼学校教育課長事務取扱 木村  恵理  

 理事兼住民福祉課長事務取扱 花木  秀章      理事兼税務課長事務取扱 木田ゆかり  

 理事兼こども家庭センター所長事務取扱   堀    忍       総 務 課 長  平間  克則  

 安心・安全推進課長  菱本  嘉昭      企 画 財 政 課 長 高江  裕之  

 会計管理者・会計課長兼務 岩村  恭子      保 健 医 療 課 長 中谷   誠  
 
 高 齢 福祉 課長 ・            坂井幸一郎      保健センター所長  畑中  博之  
 地域包括支援センター所長兼務 
 

 建 設 課 長  辻󠄀井  祐介      産 業 環 境 課 長 奥山  英高  

 上 下 水 道 課 長 仁木   崇       同和・人権政策課長  西島  豊広  
 
 いづみ人権交流センター所長・           社 会 教育 課長 ・            林田  夕加               寺井  佳孝  
 いづみ児童館長兼務            山吹ふれあいセンター所長・図書館長兼務 
 

 学校給食センター所長 梶田  篤志      企 画 財政 課参 事  吉岡  正博  

 学 校 教育 課参 事  北川  拓男  

議事日程  

     別紙のとおり  

会議に付した事件  

     別紙のとおり  

会議の経過  

     別紙のとおり  
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令和７年９月井手町議会定例会 

 

議 事 日 程〔第２号〕 

令和７年９月１２日（金）午前１０時開議  

 

第１  会議録署名議員の指名  

第２  令和６年度井手町各会計歳入歳出決算及び各基金運用状況審査意見書

並びに財政健全化審査意見書等について  

第３  議案第 49号  令和６年度井手町一般会計、特別会計「国民健康保険、多

賀地区簡易水道、後期高齢者医療、介護保険」歳入歳出決

算認定の件  

第４  議案第 50号  令和６年度井手町水道事業会計決算認定の件  

第５  議案第 51号  令和６年度井手町下水道事業会計決算認定の件  

第６  議案第 52号  令和６年度井手町多賀財産区特別会計歳入歳出決算認定の

件  

第７  議案第 41号  井手町議会議員及び井手町長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部を改正する条例制定の件  

第８  議案第 42号  職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する

条例制定の件  

第９  議案第 43号  井手町立学校施設使用条例の一部を改正する条例制定の件  
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議事の経過 

 

議長（奥田俊夫）   皆さん、ご参集ご苦労さまでございます。  

 それでは、ただいまから令和７年９月井手町議会定例会を再開し、直ちに

本日の会議を開きます。  

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、４番、小割直彦

議員、９番、岡田久雄議員を指名いたします。以上の両議員に差し支えのあ

る場合には、次の議席番号の方にお願いします。  

 次に、日程第２、令和６年度井手町各会計歳入歳出決算及び各基金運用状

況審査意見書並びに財政健全化審査意見書等について、小川代表監査委員、

内容説明並びに補足されることがありましたら、発言を許します。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   小川代表監査委員。  

代表監査委員（小川  均）   皆さん、おはようございます。監査委員の小川

でございます。よろしくお願いいたします。  

 先ほど議長からお話がありましたように、監査の報告、補足説明でござい

ますけれども、本年、令和６年度の決算審査でございますけれども、今年は

非常に猛暑でございました。おかげをもちまして、スムーズにいったわけで

ございますけれども、それはここに出席していただいております岡田議員、

また、職員の皆さんの協力があって、スムーズに計画どおり進められたこと

を報告させていただきたいと思っております。  

 適正にやらせていただいたわけでございますけれども、全体的に閲覧、ま

た聞き取りをやらせていただいた結果、適正に処理されていたことを皆様方

に報告させていただきたいと思っております。  

 それでは、補足説明でございますけれども、文書に落としておりますので、

朗読をし、説明させていただきたいと思っております。  

 それでは、先に提出しております決算審査意見書に基づきまして、補足説

明をさせていただきます。８月２０日、２１日、２５日の３日間にわたりま

して、決算審査を実施いたしました。審査に当たっては、町長から提出され

た決算書類について、計数に過誤がないか、実際の収支が収支命令に符合し

ているか、収支が違法でないかを検証するため、会計簿、証拠書類の照合、
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事務聴取その他の審査を実施いたしました。また、財政運営が経済的、効率

的かつ合理的になされているか、行政水準の向上が図れているかを主眼とし

て考察いたしました。  

 結果、関係諸帳簿の決算係数はいずれも符合しており、誤りのないことを

確認いたしました。また、公有財産、物品及び基金については、個々抽出に

より調書の計数と財産台帳、歳入歳出簿、備品台帳等を照合検査した結果、

計数はいずれも正確であることを認められました。  

 さて、令和６年度においても第５次井手町総合計画で示す基本目標に沿い、

目標達成に向けた取組がなされています。  

 歳入につきましては、本町は自主財源に乏しく、依然として依存財源が多

く占めている状況ですが、交付税や補助金を有効に活用し、各種事業を着実

に遂行されており、高く評価するところでございます。  

 一方、歳出におきましても、経常収支比率について非常に良好な水準を維

持しており、補助金の有効活用や交付税措置のある有利な起債の活用、また、

実効性のある事業を選別し、適切な進行管理を行っていたことによる結果で

あり、こちらについても大変評価をいたしております。  

 また、府内でも住民サービスが上位に位置しながら、計画的に基金を積み

立て、それを有効に運用され、健全な行政運営に努められているなど、評価

すべき点が随所で見受けられるところであります。なお、今後も人件費の増

加やここ数年の大型事業の取組による公債費の増加が見込まれ、財政的に厳

しい状況が続くと思われますが、歳入歳出両面において、中長期的な視点に

立ち、実効性のある事務事業の進行管理に基づいた行財政運営により、健全

財政を維持しつつ、住民サービスのさらなる向上に取り組まれることを期待

いたしております。監査委員の方から以上でございます。  

議長（奥田俊夫）   小川代表監査委員、どうもご苦労さまでした。  

 この際、暫時休憩します。  

     休憩  午前１０時０６分  

     再開  午前１０時０７分  

議長（奥田俊夫）   休憩前に引き続き、再開します。  

 次に、日程第３、議案第４９号、令和６年度井手町一般会計、特別会計「国

民健康保険、多賀地区簡易水道、後期高齢者医療、介護保険」歳入歳出決算

認定の件から、日程第６、議案第５２号、令和６年度井手町多賀財産区特別
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会計歳入歳出決算認定の件までの４件を一括議題といたします。  

 議案第４９号、提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   平間総務課長。  

総務課長（平間克則）   それでは、議案第４９号、決算認定の件についてご

説明申し上げます。  

 令和６年度井手町一般会計歳入歳出決算書、令和６年度井手町国民健康保

険特別会計歳入歳出決算書、令和６年度井手町多賀地区簡易水道事業特別会

計歳入歳出決算書、令和６年度井手町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

書、令和６年度井手町介護保険特別会計歳入歳出決算書は、監査委員の審査

を経たので、別紙のとおり意見書をつけて、地方自治法第２３３条第３項の

規定により町議会の認定に付する。  

 それでは、１３２ページをご覧ください。一般会計歳入歳出決算書の実質

収支に関する調書であります。  

 区分、歳入総額６２億５，４２４万３，５１６円、歳出総額５８億２，４

７６万１，７３３円、歳入歳出差引額４億２，９４８万１，７８３円、翌年

度へ繰り越すべき財源、継続費逓次繰越額ゼロ円、繰越明許費繰越額６，７

６２万１，０００円、事故繰越し繰越額ゼロ円、計６，７６２万１，０００

円、実質収支額３億６，１８６万７８３円、実質収支額のうち、地方自治法

第２３３条の２の規定による基金繰入額、以下、基金繰入額と申します、ゼ

ロ円でございます。  

 次に、１５６ページをご覧ください。国民健康保険特別会計歳入歳出決算

書の実質収支に関する調書であります。  

 区分、歳入総額８億７，０６２万１，８２７円、歳出総額８億２，５７９

万６，１０８円、歳入歳出差引額４，４８２万５，７１９円、翌年度へ繰り

越すべき財源はございません。実質収支額４，４８２万５，７１９円。基金

繰入額ゼロ円でございます。  

 次に、１７０ページをご覧ください。多賀地区簡易水道事業特別会計歳入

歳出決算書の実質収支に関する調書であります。  

 区分、歳入総額６，８４１万８，６５６円、歳出総額３，７１１万５，２

０６円、歳入歳出差引額３，１３０万３，４５０円、翌年度へ繰り越すべき

財源はございません。実質収支額３，１３０万３，４５０円、基金繰入額ゼ
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ロ円でございます。  

 次に、１８４ページをご覧ください。後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算書の実質収支に関する調書であります。  

 区分、歳入総額１億４，９８８万２，９５４円、歳出総額１億４，６２９

万２，１８７円、歳入歳出差引額３５９万７６７円、翌年度へ繰り越すべき

財源はございません。実質収支額３５９万７６７円、基金繰入額ゼロ円でご

ざいます。  

 次に、２０８ページをご覧ください。介護保険特別会計（保険事業勘定）

歳入歳出決算書の実質収支に関する調書であります。  

 区分、歳入総額９億６，７２４万５，０３１円、歳出総額９億５，６２２

万７，０５６円、歳入歳出差引額１，１０１万７，９７５円、翌年度へ繰り

越すべき財源はございません。実質収支額１，１０１万７，９７５円、基金

繰入額ゼロ円でございます。  

 次に、２１８ページをご覧ください。介護保険特別会計（サービス事業勘

定）歳入歳出決算書の実質収支に関する調書であります。  

 区分、歳入総額２，７４０万７，９２１円、歳出総額７０２万７，８５９

円、歳入歳出差引額２，０３８万６２円、翌年度へ繰り越すべき財源はござ

いません。実質収支額２，０３８万６２円、基金繰入額ゼロ円でございます。  

 次に、２１９ページをご覧ください。令和６年度財産に関する調書でござ

いまして、内容につきましては、後ほどご覧おきください。  

 以上、説明に代えさせていただきます。  

議長（奥田俊夫）   次に、議案第５０号の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   仁木上下水道課長。  

上下水道課長（仁木  崇）   それでは、議案第５０号、決算認定の件につき

ましてご説明申し上げます。  

 令和６年度井手町水道事業会計決算書は、監査委員の審査を経たので、別

紙のとおり意見書をつけて、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、

町議会の認定に付する。  

 １ページをお開き願います。令和６年度井手町水道事業会計決算報告書で

あります。  

 １、収益的収入及び支出の収入であります。  
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 第１款水道事業収益、当初予算額１億３，５０８万４，０００円、合計同

額です。決算額１億３，１８３万５，１２２円、予算額に比べ決算額の増減、

以下、増減と申し上げます、３２４万８，８７８円の減。第１項営業収益、

当初予算額１億６７５万６，０００円、合計同額です。決算額１億３８６万

１，２３１円、増減２８９万４，７６９円の減。第２項営業外収益、当初予

算額２，８３２万７，０００円、合計同額です。決算額２，７９７万３，８

９１円、増減３５万３，１０９円の減。第３項特別利益、当初予算額１，０

００円、合計同額です。決算額ゼロ円、増減１，０００円の減であります。  

 次に、支出であります。  

 第１款水道事業費用、当初予算額１億４，３７９万９，０００円、補正予

算額４４万９，０００円、小計１億４，４２４万８，０００円、合計同額で

す。決算額１億２，２８７万７，２１０円、不用額２，１３７万７９０円。

第１項営業費用、当初予算額１億３，３８４万９，０００円、補正予算額４

４万９，０００円、小計１億３，４２９万８，０００円、合計同額です。決

算額１億１，６５６万９，７９４円、不用額１，７７２万８，２０６円。第

２項営業外費用、当初予算額９４４万８，０００円、小計、合計ともに同額

です。決算額６３０万７，４１６円、不用額３１４万５８４円。第３項特別

損失、当初予算額２，０００円、小計、合計ともに同額です。決算額ゼロ円、

不用額２，０００円。第４項予備費、当初予算額５０万円、小計、合計とも

に同額です。決算額ゼロ円、不用額５０万円であります。  

 次のページをお開き願います。２、資本的収入及び支出の収入であります。  

 第１款資本的収入、当初予算額６００万２，０００円、小計、合計ともに

同額です。決算額２９２万２，５９０円、予算額に比べ、決算額の増減、以

下、増減と申し上げます、３０７万９，４１０円の減。第１項企業債、当初

予算額５００万円、小計、合計ともに同額です。決算額ゼロ円、増減５００

万円の減。第２項分担金、当初予算額１００万円、小計、合計ともに同額で

す。決算額２９２万２，５９０円、増減１９２万２，５９０円。第３項寄附

金、当初予算額１，０００円、小計、合計ともに同額です。決算額ゼロ円、

増減１，０００円の減。第４項その他資本的収入、当初予算額１，０００円、

小計、合計ともに同額です。決算額ゼロ円、増減１，０００円の減でありま

す。  

 次に、支出であります。  
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 第１款資本的支出、当初予算額１，９６１万３，０００円、小計同額です。

地方公営企業法第２６条の規定による繰越額、以下、繰越額と申し上げます、

２，５００万円、合計４，４６１万３，０００円。決算額２，３７８万３７

４円、不用額２，０８３万２，６２６円。第１項建設改良費、当初予算額１，

２２９万９，０００円、小計同額です。繰越額２，５００万円、合計３，７

２９万９，０００円。決算額１，６４６万７，７７０円、不用額２，０８３

万１，２３０円。第２項企業債償還金、当初予算額７３１万３，０００円、

小計、合計ともに同額です。決算額７３１万２，６０４円、不用額３９６円。

第３項その他資本的支出、当初予算額１，０００円、小計、合計ともに同額

です。決算額ゼロ円、不用額１，０００円であります。資本的収入額が資本

的支出額に対して不足する額２，０８５万７，７８４円は、当年度消費税資

本的収支調整額１２３万１，３８０円及び過年度分損益勘定留保資金１，９

６２万６，４０４円で補てんした。  

 以上、簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（奥田俊夫）   次に、議案第５１号の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   仁木上下水道課長。  

上下水道課長（仁木  崇）   それでは、議案第５１号、決算認定の件につき

ましてご説明申し上げます。  

 令和６年度井手町下水道事業会計決算書は、監査委員の審査を経たので、

別紙のとおり意見書をつけて、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、

町議会の認定に付する。  

 １ページをお開き願います。令和６年度井手町下水道事業会計決算報告書

であります。  

 収益的収入及び支出の収入であります。  

 第１款下水道事業収益、当初予算額３億８，８３３万４，０００円、合計

同額です。決算額４億９９４万９，９５５円、予算額に比べ決算額の増減、

以下、増減と申し上げます、２，１６１万５，９５５円。第１項営業収益、

当初予算額１億７，０２２万６，０００円、合計同額です。決算額１億８，

４４９万６，１０８円、増減１，４２７万１０８円。第２項営業外収益、当

初予算額２億１，８１０万８，０００円、合計同額です。決算額２億２，１

４８万７，０４７円、増減３３７万９，０４７円。第３項特別利益、当初予
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算額ゼロ円、合計同額です。決算額３９６万６，８００円、増減３９６万６，

８００円であります。  

 次に、支出であります。  

 第１款水道事業費用、当初予算額３億７，９９１万３，０００円、補正予

算額１，５９３万７，０００円、小計３億９，５８５万円、合計同額です。

決算額３億４，８３５万３，６４８円、地方公営企業法第２６条第２項の規

定による繰越額、以下、繰越額と申し上げます、１，５００万円、不用額３，

２４９万６，３５２円。第１項営業費用、当初予算額３億２，７１５万８，

０００円、補正予算額１，５９３万７，０００円、小計３億４，３０９万５，

０００円、合計同額です。決算額３億８２７万２，６５０円、繰越額１，５

００万円、不用額１，９８２万２，３５０円。第２項営業外費用、当初予算

額４，２６６万６，０００円、小計、合計ともに同額です。決算額２，６７

６万２，９５５円、不用額１，５９０万３，０４５円。第３項特別損失、当

初予算額９０８万９，０００円、小計、合計ともに同額です。決算額１，３

３１万８，０４３円、不用額４２２万９，０４３円の減。第４項予備費、当

初予算額１００万円、小計、合計ともに同額です。決算額ゼロ円、不用額１

００万円であります。  

 次のページをお開き願います。資本的収入及び支出の収入であります。  

 第１款資本的収入、当初予算額３億７４４万８，０００円、小計同額です。

地方公営企業法第２６条の規定による繰越額に係る財源充当額、以下、財源

充当額と申し上げます、１億１，８９３万６，０００円、合計４億２，６３

８万４，０００円。決算額２億５，４６８万６，３５０円、予算額に比べ、

決算額の増減、以下、増減と申し上げます、１億７，１６９万７，６５０円

の減。第１項企業債、当初予算額１億５，４５０万円、小計同額です。財源

充当額７，６３０万円、合計２億３，０８０万円。決算額１億１，３３０万

円、増減１億１，７５０万円の減。第２項他会計負担金、当初予算額６，５

７２万８，０００円、小計、合計ともに同額です。決算額６，５７２万８，

０００円、増減ゼロ円。第３項補助金、当初予算額８，６５０万円、小計同

額です。財源充当額４，２６３万６，０００円、合計１億２，９１３万６，

０００円。決算額７，５６５万８，３５０円、増減５，３４７万７，６５０

円の減。第４項その他資本的収入、当初予算額７２万円、小計、合計ともに

同額です。決算額ゼロ円、増減７２万円の減であります。  
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 次に、支出であります。  

 第１款資本的支出、当初予算額４億１，１１８万５，０００円、小計同額

です。地方公営企業法第２６条の規定による繰越額、以下、繰越額と申し上

げます、１億１，９００万円、合計５億３，０１８万５，０００円。決算額

３億７，６８６万４，８３８円。繰越額１億３，０５９万９，０００円、合

計同額です。不用額２，２７２万１，１６２円。第１項建設改良費、当初予

算額２億３，２８１万６，０００円、小計同額です。繰越額１億１，９００

万円、合計３億５，１８１万６，０００円。決算額１億９，９２１万６，４

７８円、繰越額１億３，０５９万９，０００円、合計同額です。不用額２，

２００万５２２円。第２項企業債償還金、当初予算額１億７，７６４万９，

０００円、小計、合計ともに同額です。決算額１億７，７６４万８，３６０

円、不用額６４０円。第３項その他資本的支出、当初予算額７２万円、小計、

合計ともに同額です。決算額ゼロ円、不用額７２万円であります。資本的収

入が資本的支出額に不足する額１億２，２１７万８，４８８円は、引継金２，

９７３万６，８６０円、当年度消費税資本的収支調整額６４０万１，６３８

円及び当年度分損益勘定留保資金８，６０３万９，９９０円で補てんした。  

 以上、簡単でありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（奥田俊夫）   次に、議案第５２号の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   高江企画財政課長。  

企画財政課長（高江  裕）   それでは、議案第５２号、決算認定の件につき

ましてご説明申し上げます。  

 令和６年度井手町多賀財産区特別会計歳入歳出決算書は、監査委員の審査

を経たので、別紙のとおり意見書をつけて、地方自治法第２３３条第３項の

規定により、町議会の認定に付する。  

 それでは、１４ページをご覧ください。実質収支に関する調書であります。  

 区分、歳入総額２２９万１，７６０円、歳出総額１９４万３，００９円、

歳入歳出差引額３４万８，７５１円、翌年度へ繰り越すべき財源はございま

せん。実質収支額３４万８，７５１円、実質収支額のうち、地方自治法第２

３３条の２の規定による基金繰入額ゼロ円であります。  

 以上、簡単ではありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  
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 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。 

 お諮りします。本４件については、監査委員の岡田久雄議員を除く８人の

委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託、本会期中に決

算審査、認定することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。  

     （「異議なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   異議なしと認めます。したがって、議案第４９号、令和

６年度井手町一般会計、特別会計「国民健康保険、多賀地区簡易水道、後期

高齢者医療、介護保険」歳入歳出決算認定の件から、議案第５２号、令和６

年度井手町多賀財産区特別会計歳入歳出決算認定の件までの４件については、

岡田久雄議員を除く８人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、

これに付託、本会期中に決算審査、認定することに決定しました。  

 お諮りします。ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任につ

いては、井手町議会委員会条例第６条第４項の規定により、木村健太議員、

谷田健治議員、鎌田隆宏議員、小割直彦議員、田中保美議員、奥田俊夫議員、

脇本尚憲議員、谷田利一議員、以上８人を指名したいと思います。これにご

異議ありませんか。  

     （「異議なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたし

ました８人の議員を決算特別委員に選任することに決定しました。  

 ただいま決算特別委員会の委員も決まりましたので、ここで休憩いたした

いと思います。休憩中、特別委員会を開いていただきまして、正副委員長の

互選を願います。なお、その結果を報告願います。  

 この際、暫時休憩します。  

     休憩  午前１０時２８分  

     再開  午前１０時２８分  

議長（奥田俊夫）   休憩前に引き続き、再開します。  

 ただいま、休憩中に開会されました決算特別委員会より、正副委員長の互

選結果の報告がございましたので、ご報告します。  

 決算特別委員会の委員長には鎌田隆宏議員、副委員長には木村健太議員と
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決定いたしました。  

 次に、日程第７、議案第４１号、井手町議会議員及び井手町長の選挙にお

ける選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題

とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   平間総務課長。  

総務課長（平間克則）   それでは、議案第４１号、井手町議会議員及び井手

町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例

制定の件についてご説明申し上げます。  

 井手町議会議員及び井手町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。  

 なお、今回の改正につきましては、公職選挙法施行令の一部を改正する政

令が施行されたことに伴い、本町において、今後実施される、井手町議会議

員及び井手町長の選挙における選挙運動の公費負担について、公職選挙法施

行令に準じた規定とするため、所要の改正を行うものであります。  

 それでは、２ページをご覧ください。  

 井手町議会議員及び井手町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部を改正する条例新旧対照表であります。例規ページ数６６０、第

８条、選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続の規定でありまして、

公職選挙法施行令の一部改正に伴いまして、選挙運動用ビラの１枚当たりの

作成単価、７円７３銭を８円３８銭に改める条文の整備でございます。  

 次に、例規ページ数６６１、第１１条、選挙運動用ポスターの作成の公費

負担額及び支払手続の規定でありまして、公職選挙法施行令の一部改正に伴

い、選挙運動用ポスターの１枚当たりの作成単価５４１円３１銭を５８６円

８８銭に改める条文の整備であります。  

 それでは、１ページにお戻りください。附則であります。  

 第１項、施行期日の規定でありまして、この条例は、公布の日から施行す

る。第２項適用区分の規定であります。  

 以上、簡単ではありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  
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 質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。 

 これから議案第４１号、井手町議会議員及び井手町長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例制定の件を採決します。  

 議案第４１号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手全員です。したがって、議案第４１号は原案のとお

り可決されました。  

 次に、日程第８、議案第４２号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例等

の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   平間総務課長。  

総務課長（平間克則）   それでは、議案第４２号、職員の勤務時間、休暇等

に関する条例等の一部を改正する条例制定の件についてご説明申し上げます。 

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のよ

うに定める。  

 なお、今回、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児を行う

職員の職業生活と家庭生活の両立を一層拡充するため、所要の改正をするも

のであります。  

 それでは、５ページをご覧ください。職員の勤務時間、休暇等に関する条

例等の一部を改正する条例新旧対照表（第１条関係）でありまして、職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正であります。  

 第１７条の２、妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確

認等の規定でありまして、仕事と生活の両立支援の拡充に向け、出産したこ

と等を申し出た職員や３歳に満たない子を養育する職員に対しまして、出生



 

－８５－ 

時両立支援制度等の情報提供でありましたり、意向確認を行うことを任命権

者に義務づけるため、今回新たに追加する条文の整備であります。  

 次のページ、６ページをご覧ください。  

 例規ページ数９９１の２、第１７条の３、配偶者等が介護を必要とする状

況に至った職員に対する意向確認等の規定及びその下ですけども、第１７条

の４、勤務環境の整備に関する措置の規定でありまして、先ほどの条文の新

設に伴う順序の整備でございます。  

 それでは、次のページをご覧ください。  

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表

（第２条関係）でありまして、職員の育児休業等に関する条例の一部改正で

あります。  

 例規ページ数１０１１の５、第１７条、部分休業をすることができない職

員の規定でありまして、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正

する法律、こちら、以下、改正育児休業法と申します、こちらの施行に伴い

まして、部分休業することができない職員から定年前再任用短時間勤務職員

という職員を除くための条文の整備であります。  

 次に、例規ページ数１０１１の５、第１８条、第１号部分休業の承認の規

定でありまして、こちら、既存の部分休業について、育児休業法第１９条第

２項第１号に掲げるいわゆる１日につき２時間を超えない範囲内で取得する

部分休業を第１号部分休業に改める条文の整備でございます。  

 次、８ページをご覧ください。  

 中ほどでございます。第１８条の２、第２号部分休業の承認の規定であり

まして、先ほどの第１号分給与に加えまして、１年につき条例で定める時間

を超えない範囲内で１時間単位で１日の勤務時間の全部または一部について

の部分休業の形態を新たに設ける条文の整備であります。  

 次に、その下、８ページから９ページになりますが、第１８条の３、育児

休業法第１９号第２項に規定する条例で定める１年間の期間の規定でありま

して、部分休業を請求しようとする職員があらかじめ申し出る１年の期間と

いうものを４月１日から翌年３月３１日までとするために新たに追加する条

文の整備であります。  

 ９ページです。中ほどでございますが、第１８条の４、育児休業法第１９

条第２項第２号に規定する条例で定める時間の規定でありまして、１年につ
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きまして、条例で定める時間について、非常勤職員以外の職員は７７時間３

０分、こちら、１０日間相当になります。次に、非常勤職員は勤務時間数に

１０を乗じて得た時間とするため、新たに追加する条文の整備であります。  

 次に、一番下、第１８条の５、育児休業法第１９条第３項に規定する条例

で定める特別の事情の規定でありまして、部分休業の申出をした職員が条例

で定める特別の事情がある場合に限り、申出の内容を変更することができる

よう、特別の事情を定めるため、新たに追加する条文の整備であります。  

 それでは、１０ページをご覧ください。  

 例規ページ数１０１１の５、第１９条、部分休業している職員の給与の取

扱いの規定でありまして、こちらにつきましては、改正育児休業法の施行に

伴う条文の整備であります。  

 次に、例規ページ数１０１１の６、第２０条、部分休業の承認の取消事由

の規定でありまして、部分休業の承認の取消事由について、先ほどの第１８

条の５でありました特別の事情により申出の変更を承認しようとするときと

するための条文の整備であります。  

 それでは、次、１１ページをご覧ください。  

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表

（第３条関係）でありまして、井手町水道企業職員の給与の種類及び基準に

関する条例の一部改正であります。  

 例規ページ数３６４３、第１５条、給与の減額の規定でありまして、地方

公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴いまして、

部分休業に関する規程について、職員の育児休業等に関する条例の改正に準

じた見直しを行うための条文の整備であります。  

 次に、例規ページ数３６４３、第１６条の２、育児休業の承認を受けた職

員の給与の規定でありまして、こちらは文言の整備であります。  

 それでは、３ページをご覧ください。  

 下ほどでございます。附則でございます。第１項、施行期日の規定であり

ます。この条例は、令和７年１０月１日から施行する。ただし、次項の規定

は公布の日から施行する。  

 第２項、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置

の規定であります。  

 ４ページをご覧ください。第３項、職員の育児休業等に関する条例の一部
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改正に伴う経過措置の規定であります。  

 以上、簡単ではありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   脇本尚憲議員。  

７番（脇本尚憲）   私からは、５ページと６ページに書いてあるところなん

ですけども、この条例の改正というのは、職場環境の改善のためにいろいろ

こういったことを先進的にやっていくということだと思うんですけども、そ

の中でこの出生時両立支援制度と、この６ページにあります、上にあります、

育児期両立支援制度等とありますが、この制度というのはどういった制度に

なるのかということがまず１点、もう１点は、この制度を活用された職員の

方というのは、ここ３年でどれぐらいおられるのかをお伺いします。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   平間総務課長。  

総務課長（平間克則）   ただいまの出生時両立支援制度、それと育児期両立

支援制度というものでありますけども、こちら、具体的に本町の制度で申し

ますと、この出生時両立支援制度という中には、もちろん生まれる前といい

ますか、というときのことになりますので、産前産後休暇でありましたり、

男性職員の場合におきましても育児休暇、または配偶者の出産休暇、こうい

ったものが両立支援制度に含まれる町の制度ということになります。  

 今度、育児期両立支援制度となりますと、もちろん出産されてからという

ことになりますので、本町の制度としては育児休業であったり部分休業とい

った休暇制度の中でも、例えば児童手当といった手当でありますとか、共済

組合制度に関することであったり、あと職員厚生会、こういったものを利用

する制度といったものがございます。  

 次の、活用した職員がこの３年ほどでいるのかということでございまして、

なかなかこの３年ほどというところは今つかめてはないんですけども、今現

在でも部分休業だったり育児休業を取得している職員はおりまして、例えば

部分休業です。こちらにつきましては、本町、現時点で３名の職員が部分休

業というところです。今回の制度改正前になりますので、基本的には１日２
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時間を限度とした取得の方法で取得されているところでございます。  

 また、育児休業につきましても、令和６年度実績で申しますと、男女とも

に１００％の取得率ということでございます。人数的には多くはございませ

んが、男性も女性も取得している、そういった状況であります。  

 以上でございます。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   脇本尚憲議員。  

７番（脇本尚憲）   この制度を今回の改正では、任命権者の方が説明責任を

するということを義務づけるということだということを私は理解しているん

ですけども、今までおそらく職員の方で、ご自身でいろいろ調べたりとかし

て制度を活用していたのかもしれませんが、今後はこういったものを上司の

方から、こういう制度があるんだよということを伝えなければならないとい

うことがここにうたわれているのかなと思うんですが、具体的にこの任命権

者の方から職員に対する情報提供等をどういう方法、アプローチでされるの

か、また少し気になるのは出生時や出産、妊娠というとなかなかデリケート

な話なので、説明する方や相談する方というのが同性であったり、そういう

ふうな取決めや配慮などを考えられているのかをお尋ねします。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   平間総務課長。  

総務課長（平間克則）   今回義務づけようとしている制度の説明、方法なん

ですけども、こちらにつきましては、もちろん現在どういった周知方法がい

いのかというのはございます。正規職員のみならず、会計年度任用職員にも

影響してくる部分がございますのが、想定しておりますのは、総務課から各

所属長等へのこういった制度がありますという説明のほかにも、広く会計年

度任用職員にも周知するには、本町のシステムがございますけども、そうい

ったものも含めて、皆さんが閲覧できるようにさせていただくようなことで

広く周知していければというふうに考えております。  

 その際には、正規職員向けと、また会計年度任用職員向けでこの仕事と生

活の両立支援に向けたハンドブックというものを今作成して、もう大方完成

している状況にあります。こういったものを見ていただきながら、丁寧に説

明をさせていただきます。申出があれば説明をさせていただいて、具体的な
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制度説明もさせていただければというふうに考えております。  

 同性に対する配慮。こちら、議員、そういったご意見ございましたので、

本町における職員においても、男性、女性職員おりますので、その辺、そう

いった申出がございましたら、そのような対応はしてまいりたいというふう

に考えています。  

 以上でございます。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  

２番（谷田健治）   部分休業の点がこの法律によって大きく条例も変わると

思うんですが、現行の部分休業というのは２時間ですよね。ここでいう１号

部分休業に当たると思うんです。２時間なんですが、井手町の場合、現行は

その２時間はどういうパターンで取るようになっているのか。この法律が変

わったことによって、その部分休業の条例を見てたら取り方が変わると思う

んですけども、どういう取り方ができるのか。多分、改善されるんだろうと

いうふうに考えているわけですけども、それについて説明願いたいと思いま

す。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   平間総務課長。  

総務課長（平間克則）   現在の既存の制度である部分休業、これはこれから

も残るんですが、いわゆる第１号部分ですけども、１日２時間の範囲という

ところで、現在は終業前、それと終業時、そこでしか取れない。間で２時間

休みますということはできない状態でございますので、今、先ほど申しまし

た３名の職員につきましても、終業前３０分であったり１時間であったり、

また、最後に２時間であったり、そういった形で取得している。そういう形

でしか取得できないということになります。ここから第２号の部分休業とい

うものを新たに設けさせてもらった場合には、１日につきまして全部、１日

または一部を取得できるということになりますので、ただ、単位的には１時

間単位ということでございますので、例えば８時３０分から５時１５分まで

の職員でありましたら、８時半から４時半までということになります。です

ので、残りの４５分残ってくるわけですけども、今回、この条例の規定には、

最終、先ほど申した概ね１０日相当の最後の部分で残り例えば４５分という
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ことであれば、それは取っていただけるということになりますし、先ほどは

終業前、終業後にくっついてなければいけないと申しましたけれども、間で

取る。この時間、１時間でまた戻ってきてという取り方ができるということ

になります。  

 以上でございます。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   谷田健治議員。  

２番（谷田健治）   もう１点、３歳未満のお子さんがおられる職員、それと

３歳以上、例えば小学校就学前までのお子さんがおられる方では、私の理解

では、井手町よく分からないですが、取り方が多分、時間などが違うのかな

というふうに感じてるんですけども、そのあたりはどうなんでしょうか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   平間総務課長。  

総務課長（平間克則）   ３歳未満の方と就学前まで、基本的には３歳未満ま

での方というのは、生まれて間もないということでございますので、部分休

業につきましては、３歳未満でありましてももちろん取得できますし、就学

前までも取得できますので、取得の方法につきましては、職員の事情にもよ

るかと思いますけども、そこに何か大きな違いがあるということは特には想

定してはございません。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。 

 これから議案第４２号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を

改正する条例制定の件を採決します。  

 議案第４２号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手全員です。したがって、議案第４２号は原案のとお
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り可決されました。  

 次に、日程第９、議案第４３号、井手町立学校施設使用条例の一部を改正

する条例制定の件を議題とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   寺井社会教育課長。  

社会教育課長（寺井佳孝）   それでは、議案第４３号、井手町立学校施設使

用条例の一部を改正する条例制定の件につきまして、ご説明申し上げます。  

 井手町立学校施設使用条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。

なお、今回の改正につきましては、井手町立小学校の体育館へ新たに空調設

備が設置されたことに伴い、体育館利用者へ冷暖房費を徴収するための所要

の改正であります。また、今回の改正に併せて、普通教室等を利用した場合

の空調使用料につきましても新たに設定するため、所要の改正を行うもので

あります。  

 空調の使用料については、井手小学校と多賀小学校の空調に係るガスの使

用料の見込みを基に算出したものでありますので、一定期間の実績等を見て、

今後、変更することも考えております。  

 それでは、２ページの新旧対照表にてご説明申し上げます。２ページをご

覧ください。  

 井手町立学校施設使用条例の一部を改正する条例新旧対照表であります。

例規ページ数２７６３ページであります。第６条、使用料の規定でありまし

て、第６条第１項に次のただし書を加えるものであります。こちらについて

は、冷暖房の使用料を使用後の支払いとするための条文の整備であります。  

 次に、例規ページ数２７６４ページであります。別表第１、第６条第１項

関係、施設使用料でありまして、別表第１を次のように改めるものでありま

す。こちらについては、冷暖房の使用料徴収のための条文の整備であります。  

 それでは、１ページにお戻りください。附則であります。  

 

 この条例は公布の日から施行する。  

 以上、簡単ではありますが、説明に代えさせていただきます。  

議長（奥田俊夫）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  
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 質疑はありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   脇本尚憲議員。  

７番（脇本尚憲）   今回のこの条例の改正というのは、冷暖房費の費用の設

定ということで、費用の根拠を聞こうと思ったんですが、根拠としてはガス

の使用料などを勘案してみると大体これくらいの金額だと。その金額につい

ても、見直しも含めて考えますということですが、その中で同じような形で、

近隣の自治体でそういう使用料というのはどれぐらいの設定をされているか

というのは調べられたのか、またそういった根拠や資料というのはあるのか

お尋ねします。  

     （挙手する者あり）  

議長（奥田俊夫）   寺井社会教育課長。  

社会教育課長（寺井佳孝）   近隣の使用料につきましては、周辺自治体で学

校の体育館への空調設置は現在実施中であり、既に料金を設定している周辺

市町村につきましては、八幡市が設置しておりまして、機器のガスの使用料

を基に算出し、体育館の空調使用料として１時間当たり８００円の料金を徴

収していると伺っております。また、久御山町につきましては、料金の試算

を八幡市の料金を参考にしながら１時間１，０００円の料金を徴収している

と伺っております。  

 以上でございます。  

議長（奥田俊夫）   ほかに質疑はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（奥田俊夫）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。 

 これから議案第４３号、井手町立学校施設使用条例の一部を改正する条例

制定の件を採決します。  

 議案第４３号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（奥田俊夫）   挙手全員です。したがって、議案第４３号は原案のとお



 

－９３－ 

り可決されました。  

 以上で本日の日程は全部終了しました。  

 本日はこれで散会します。  

 なお、次回は９月２４日午前１０時から会議を開きます。大変ご苦労さま

でした。  

     散会  午前１０時５６分  



 

－９４－ 

右、会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。  
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